
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
 （通勤手当） 
第１８条 （略） 
２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 
 (1) （略） 

 (2) 前項第２号に掲げる教職員 次に掲げる教職

員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額（支給単位期間当たりの通勤所要

回数が１０回に満たない教職員にあっては、そ

の額から、その額に１００分の５０を乗じて得

た額を減じた額） 

 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において

「使用距離」という。）が片道５キロメートル

未満である教職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キ

ロメートル未満である教職員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５

キロメートル未満である教職員 ７，３００

円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０

キロメートル未満である教職員 １０，４０

０円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５

キロメートル未満である教職員 １３，５０

０円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０

キロメートル未満である教職員 １６，６０

０円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５

キロメートル未満である教職員 １９，７０

０円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０

キロメートル未満である教職員 ２２，８０

０円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５

キロメートル未満である教職員 ２５，９０

０円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０

キロメートル未満である教職員 ２９，１０

０円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５

キロメートル未満である教職員 ３２，３０

０円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０

キロメートル未満である教職員 ３５，５０

０円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上であ

 
 （通勤手当） 
第１８条 （同 左） 
２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 
 (1) （同 左） 

 (2) 前項第２号に掲げる教職員 その者の自動車

等の片道の使用距離（以下この号において「使用

距離」という。）の次の表に掲げる区分に応じ、

支給単位期間につき、次の表に定める額（支給単

位期間当たりの通勤所要回数が１０回に満たな

い教職員にあっては、その額から、その額に１０

０分の５０を乗じて得た額を減じた額） 

使用距離 額 

５キロメートル未満 ２，０００円 

５キロメートル以上 

１０キロメートル未満 

４，２００円 

１０キロメートル以上 

１５キロメートル未満 

７，３００円 

１５キロメートル以上 

２０キロメートル未満 

１０，４００円 

２０キロメートル以上 

２５キロメートル未満 

１３，５００円 

２５キロメートル以上 

３０キロメートル未満 

１６，６００円 

３０キロメートル以上 

３５キロメートル未満 

１９，７００円 

３５キロメートル以上 

４０キロメートル未満 

２２，８００円 

４０キロメートル以上 

４５キロメートル未満 

２５，９００円 

４５キロメートル以上 

５０キロメートル未満 

２９，１００円 

５０キロメートル以上 

５５キロメートル未満 

３２，３００円 

５５キロメートル以上 

６０キロメートル未満 

３５，５００円 

６０キロメートル以上 

６５キロメートル未満 

３８，７００円 

６５キロメートル以上 

７０キロメートル未満 

４２，２００円 

７０キロメートル以上 

７５キロメートル未満 

４５，７００円 

７５キロメートル以上 

８０キロメートル未満 

４９，２００円 

８０キロメートル以上 

８５キロメートル未満 

５２，７００円 

８５キロメートル以上 ５６，２００円 



改    正    前 改    正    後 

る教職員 ３８，７００円 

 

 

 

 

 

 (3) （略） 

３～８ （略） 
 （後 略） 

９０キロメートル未満 

９０キロメートル以上 

９５キロメートル未満 

５９，６００円 

９５キロメートル以上 

１００キロメートル未満 

６３，０００円 

１００キロメートル以上 ６６，４００円 

 (3) （同 左） 

３～８ （同 左） 
 

   附 則（令和８年達示第４０号） 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


